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規 則 

 

三 重 県 保 健 師 助 産 師 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 三 月 二 十 三 日  

                        三  重  県  知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 五 十 九 号  

三 重 県 保 健 師 助 産 師 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 保 健 師 助 産 師 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 三 重 県 規 則 第 八 十 九 号 の 二 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 貸 与 ）  （ 貸 与 ）  

第 三 条  （ 略 ）  第 三 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 修 学 資 金 は 、 就 業 義

務 を 課 す 他 の 貸 付 金 等 を 受 け て い る 者 又 は 受 け よ

う と す る 者 に 対 し て は 、 貸 与 し な い 。  

３  修 学 資 金 は 、 貸 与 決 定 の 際 に 定 め る 月 か ら 在 学

し て い る 養 成 施 設 を 卒 業 す る 日 の 属 す る 月 ま で 、

毎 月 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 者 の 同 表 の 中 欄 に 掲

げ る 区 分 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額

を 貸 与 す る も の と す る 。 た だ し 、 特 別 の 理 由 が あ

る と き は 、 二 箇 月 分 以 上 を ま と め て 貸 与 す る こ と

が で き る 。  

 

 

 
２  修 学 資 金 は 、 貸 与 決 定 の 際 に 定 め る 月 か ら 在 学

し て い る 養 成 施 設 を 卒 業 す る 日 の 属 す る 月 ま で 、

毎 月 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 者 の 同 表 の 中 欄 に 掲

げ る 区 分 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額

を 貸 与 す る も の と す る 。 た だ し 、 特 別 の 理 由 が あ

る と き は 、 二 箇 月 分 以 上 を ま と め て 貸 与 す る こ と

が で き る 。  

 

貸 与 対 象 者  

養 成 施 設 の

設 置 主 体  

貸 与 月 額  
  

貸 与 対 象 者  

養 成 施 設 の

設 置 主 体  

貸 与 月 額  
 

 一 ・ 二  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    一 ・ 二  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 三  法 第 二 十 条 の 規 定

に 基 づ き 文 部 科 学 大

臣 が 指 定 し た 学 校 （ 大

学 を 除 く 。 ） 又 は 都 道

府 県 知 事 が 指 定 し た

養 成 所 に 在 学 し て い

る 者  

国 、 地 方 公 共

団 体 等 を 除

く す べ て の

設 置 主 体  

七 万 円    三  法 第 二 十 条 の 規 定

に 基 づ き 文 部 科 学 大

臣 が 指 定 し た 学 校 （ 大

学 を 除 く 。 ） 又 は 都 道

府 県 知 事 が 指 定 し た

養 成 所 に 在 学 し て い

る 者 （ 就 業 義 務 を 課 す

他 の 貸 付 金 等 を 受 け

て い る 者 又 は 受 け よ

う と す る 者 を 除 く 。 ） 

国 、 地 方 公 共

団 体 等 を 除

く す べ て の

設 置 主 体  

五 万 円   

 四 ・ 五  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    四 ・ 五  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 備 考  （ 略 ）  

（ 返 還 方 法 ）  

 備 考  （ 略 ）  

（ 返 還 方 法 ）  

第 十 条  （ 略 ）  第 十 条  （ 略 ）  

２  一 回 の 返 還 額 は 、 原 則 と し て 、 月 賦 の 場 合 は 貸

与 月 額 、 半 年 賦 の 場 合 は 貸 与 月 額 に 六 を 乗 じ て 得

た 額 、 年 賦 の 場 合 は 貸 与 月 額 に 十 二 を 乗 じ て 得 た

額 を 下 回 ら な い 額 と す る 。  

２  一 回 の 返 還 額 は 、 月 賦 の 場 合 は 貸 与 月 額 、 半 年

賦 の 場 合 は 貸 与 月 額 に 六 を 乗 じ て 得 た 額 、 年 賦 の

場 合 は 貸 与 月 額 に 十 二 を 乗 じ て 得 た 額 を 下 回 ら な

い 額 と す る 。  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  

 一 ～ 七  （ 略 ）   一 ～ 七  （ 略 ）  
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八  介 護 保 険 法 第 八 条 第 二 十 九 項 に 規 定 す る 介 護

医 療 院  

 

 第 一 号 様 式 か ら 第 五 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第1号様式（第4条関係） 

看 護 職 員 修 学 資 金 貸 与 申 請 書 
 

年   月   日 

 

三重県知事        宛て 

住 所 

 

氏 名  

 

申請者               年  月  日生 

電話番号 

 

メールアドレス 

 

看護職員修学資金の貸与を受けたいので、次のとおり申請します。 

なお、三重県看護職員等修学資金返還免除に関する条例及び三重県保健師助産師看護師等修学資金

貸与規則に基づく申請・届出等について、必要な範囲内で、関係機関に対し修学又は勤務の状況等の

照会その他必要な調査を行うことについて同意します。 

貸与を受けよう 

と す る 金 額 

月額 

円 

貸与を受けよう 

と す る 期 間 

年 月から 

年 月まで １２箇月 

在 学 し て い る 

養 成 施 設 

名 称 
 

入学年月       年  月 

所在地 
 

卒業予定年月       年  月 

中 学 校 卒 業 

 

以 後 の 履 歴 

年  月  中学校卒業 

年  月  

年  月  

上記の者が貸与を受ける看護職員修学資金について、本人と連帯して債務を負担します。 

 

年  月  日 

 

住 所 

連帯保証人 氏 名   

本人との続柄 

電話番号 

 

年  月  日生  

 

住 所 

連帯保証人 氏 名   

本人との続柄 

電話番号 

 

年  月  日生 
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第2号様式（第7条関係） 

 

 
印 紙 税 法 

に よ り 

印 紙 を 

貼付する。 

 

借 用 証 書 

 

借用金額 

   万  千  百  十  円  

 

 

 

 

年  月から 

看護職員修学資金 箇月分 

年  月まで 

 

 

 

 

上記借用しました。 

 

  年  月  日 

 

 

 

 

修学生番号（      ） 

住 所 

 

 

氏 名  

 

 

 

 

 

三重県知事        宛て 
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第3号様式（第9条関係） 

 

返 還 明 細 書  

 

  年  月  日 

三重県知事         宛て 

 

修学生番号（     ） 

 

住 所 

 

氏 名  

電話番号 

メールアドレス 
 

次により、看護職員修学資金を返還します。 
なお、申請の内容について、必要な範囲内で、関係機関に対し修学又は勤務の状況等の

照会その他必要な調査を行うことについて同意します。 

返還事由発生年月日        年   月   日   

返 還 事 由  

貸与を受けた期間 

         年   月   か ら 

 箇月間 

         年   月   ま で 

休学又は停学によ 

り貸与されなかっ 

た 期 間 

         年   月   か ら 

 箇月間 

         年   月   ま で 

返 還 す べ き 総 額                                円 

返 還 方 法 月賦 ・ 半年賦 ・ 年賦 ・ 一括返還 

１ 回 の 返 還 額                                円 

返 還 す る 期 間      年  月  から    年  月  まで    箇月間 

備 考 

※「１回の返還額」は、原則として月賦の場合は貸与月額、半年賦の場合

は貸与月額に六を乗じて得た額、年賦の場合は貸与月額に十二を乗じて得

た額を下回らない額としてください。 
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第4号様式（第15条関係） 

修 学 資 金 返 還 免 除 申 請 書 
 

  年  月  日 

 

三重県知事         宛て 

 

住 所 

 

氏 名  

電話番号 

メールアドレス 

看護職員修学資金の返還免除を受けたいので、次のとおり申請します。 

なお、申請の内容について、必要な範囲内で、関係機関に対し修学又は勤務の状況等の照会そ
の他必要な調査を行うことについて同意します。 

貸与を受けた者の 

修学生番号及び氏名 
 

貸与を受けた期間 

  年  月  日 から 

箇月間 

  年  月  日 まで 

返 還 未 済 の 

修 学 資 金 の 額 
                         円 

免除を受けようと 

す る 額 
                         円 

看 護 職 員 と し て 

業 務 に 従 事 し た 

県内の医療機関の 

名 称 及 び 

在 職 期 間 

名         称 在 職 期 間       

 箇月間 

看護職員の免許を 

取得した年月日 
       年    月    日        免 許 

死 亡 又 は 免 職 

に つ い て の 事 実 
 

死 亡 又 は 免 職 の 

年 月 日 
       年    月    日 

休 職 又 は 停 職 の 

有 無 又 は 期 間 
 

備 考 

添付書類 

1. 在職に関する事項を証する書面 

2. 免許取得に関する事項を証する書面 

3. 休職又は停職の有無及び期間を証する書面 

4. その他事実を証する書面 
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第5号様式（第14条関係） 

修 学 資 金 返 還 猶 予 申 請 書 
 

  年  月  日 

 

三重県知事         宛て 

 

修学生番号（     ） 

 

住 所 

 

氏 名  

電話番号 

メールアドレス 

 

看護職員修学資金の返還猶予を受けたいので、次のとおり申請します。 

なお、申請の内容について、必要な範囲内で、関係機関に対し修学又は勤務の状況等の照会その
他必要な調査を行うことについて同意します。 

貸 与 を 受 け た 期 間 

  年  月  日 から 

箇月間 

  年  月  日 まで 

返 還 未 済 の 修 学 資 金 の 額  円 

猶予を受けようとする期間 

    年    月 から 

 箇月間 

    年    月 まで 

猶予を受けようとする理由 

 

備 考 

添付書類 

１ 在職、在学を証する書面 

２ 看護職員の免許取得を証する書面 

３ 災害、疾病その他の理由により猶予を受けようとするときは、それを証する書面 

 

規則第13条による当然猶

予を受けようとすると

きは、在学する養成施設

の名称を記入すること。 

規則第14条による裁量猶

予を受けようとすると

きは、在職する医療機関

の名称を記入すること。 
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附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 保 健 師 助 産 師 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 規 則 （ 次 項 に お い て 「 新 規 則 」 と い う 。 ）

第 三 条 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 修 学 資 金 の 貸 与 が 決 定 さ れ る 者 の 修 学 資 金 に つ い て 適 用 し 、

同 日 前 に 修 学 資 金 の 貸 与 が 決 定 さ れ た 者 の 修 学 資 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 保 健 師 助 産 師 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 規 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」

と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 そ の 他 の 書 類 は 、 新 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請

書 そ の 他 の 書 類 と み な す 。  

４  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 三 重 県 魚 介 類 行 商 営 業 条 例 施 行 規 則 を 廃 止 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 三 月 二 十 三 日  

三  重  県  知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 六 十 号  

三 重 県 魚 介 類 行 商 営 業 条 例 施 行 規 則 を 廃 止 す る 規 則  

三 重 県 魚 介 類 行 商 営 業 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 三 重 県 規 則 第 三 十 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 等 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 三 月 二 十 三 日  

                        三  重  県  知  事   鈴   木   英   敬  

三 重 県 規 則 第 六 十 一 号  

三 重 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 等 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 （ 三 重 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 等 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  三 重 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 等 施 行 規 則 （ 平 成 十 年 三 重 県 規 則 第 六 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

  第 一 号 様 式 か ら 第 十 六 号 様 式 ま で 、 第 十 八 号 様 式 か ら 第 二 十 三 号 様 式 ま で 、 第 二 十 五 号 様 式 及 び 第 二 十 六 号

様 式 中 「㊞」 を 削 る 。  

第 二 条  三 重 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 等 施 行 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

  第 五 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

改   正   後  改   正   前  

（ 公 表 及 び 公 衆 の 縦 覧 ）  （ 公 告 等 及 び 公 衆 の 縦 覧 ）  

第 四 条  条 例 第 二 条 第 六 項 の イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ

の 他 の 内 閣 府 令 で 定 め る 方 法 に よ る 公 表 に つ い て は 、

三 重 県 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 し て 公 表 す る こ と と す る 。 

２  （ 略 ）  

第 四 条  条 例 第 二 条 第 六 項 の 公 告 又 は イ ン タ ー ネ ッ ト

の 利 用 に よ る 公 表 に つ い て は 、 三 重 県 ホ ー ム ペ ー ジ に

掲 載 し て 公 表 す る こ と と す る 。  

２  （ 略 ）  
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第5号様式（第10条関係） 

 

定款変更認証申請書 

 

                                       年  月  日 

 

三重県知事 宛て 

 

                  主たる事務所の所在地 

                  特定非営利活動法人の名称 

                  代表者氏名                                           

                  （電話番号）                  

 

 

 

下記のとおり定款を変更することについて、特定非営利活動促進法第25条第3項の認証を受けたいので、申

請します。 

 

記 

1 変更の内容 

 

2 変更の理由 

 

 

 

備考 1  上記1には、変更しようとする定款の条文等について、現行と変更後の記載の違いを明らかにした

新旧条文等の対照表を記載してください。 

2  当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本、変更後の定款並びに当該定款の変更の日の属

する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書（当該定款の変更が法第11条第1項第3

号又は第11号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときに限る。）を添付してください。 

3  所轄庁の変更を伴う定款の変更の場合には、2に掲げる書類のほか以下の書類を添付してください。 

(1) 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をい

う。） 

 

現    行 
 

 

変  更  後 
 

 

備   考 
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(2) 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 

(3) 直近の法第28条第1項に規定する事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間は法第

10条第1項第7号の事業計画書、同項第8号の活動予算書及び法第14条の財産目録、合併後当該

書類が作成されるまでの間は法第34条第5項において準用する法第10条第1項第7号の事業計画

書、法第34条第5項において準用する法第10条第1項第8号の活動予算書及び法第35条第1項の

財産目録） 

4  法第52条第3項の規定により、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人が法第

26条第1項の所轄庁の変更を伴う定款の変更の申請をする場合には、2及び3に掲げる書類のほか、

以下の書類を添付してください。 

(1) 法第44条第2項第1号に規定する寄附者名簿の写し（特例認定特定非営利活動法人は除く。）、同

項第2号に規定する認定又は特例認定の基準に適合する旨を説明する書類及び法第47条の欠格事由

のいずれにも該当しない旨を説明する書類の写し、同項第3号に規定する寄附金を充当する予定の

具体的な事業の内容を記載した書類の写し 

(2) 認定又は特例認定の通知書の写し 

(3) 法第55条第1項の規定により所轄庁に提出した直近の法第54条第2項第2号から第4号までに

規定する以下の書類の写し 

① 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規定 

② 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関

する事項及び以下に掲げる書類 

イ 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項 

ロ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項 

(イ) 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いもの

から順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引 

(ロ) 役員等との取引 

ハ 寄附者（当該認定特定非営利活動法人等の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又

は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該認定特定非営利活動法人等に対する

寄附金の額の合計額が20万円以上であるものに限る。）の氏名並びにその寄附金の額及び受領

年月日 

ニ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項 

ホ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日 

ヘ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合（その金額が200万円以下の場合に限る。）に

おけるその金額及び使途並びにその実施日 

③ 法第45条第1項第3号（ロに係る部分を除く。）、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲

げる基準に適合している旨並びに法第47条の欠格事由のいずれにも該当しない旨を説明する書

類 

(4) 法第55条第2項の規定により所轄庁に提出した直近の法第54条第3項に規定する助成金の支

給の実績を記載した書類の写し                       （規格Ａ4） 
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附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 令 和 三 年 六 月 九 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  第 一 条 の 規 定 の 施 行 の 日 前 に 同 条 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 等 施 行 規 則 の 規 定 に 規 定 す

る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

３  第 二 条 の 規 定 の 施 行 の 日 前 に 同 条 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 等 施 行 規 則 の 規 定 に 規 定 す

る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

交 通 安 全 の 保 持 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を 廃 止 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 三 月 二 十 三 日  

                        三  重  県  知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 六 十 二 号  

交 通 安 全 の 保 持 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を 廃 止 す る 規 則  

交 通 安 全 の 保 持 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 規 則 第 五 十 二 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 三 月 二 十 三 日  

                        三  重  県  知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 六 十 三 号  

三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則  

三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 を 定 め る 規 則 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 規

則 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 （ 第 二 条 関 係 ）  

 一 ～ 四  （ 略 ）  （ 略 ）    一 ～ 四  （ 略 ）  （ 略 ）   

 五  特 例 条 例 別 表 第

一 の 八 の 項 に 規 定

す る 大 気 汚 染 防 止

法 （ 昭 和 四 十 三 年

法 律 第 九 十 七 号 ）

に 基 づ く ば い 煙 、

揮 発 性 有 機 化 合

物 、 粉 じ ん 及 び 水

銀 等 の 排 出 等 に 係

る 届 書 の 受 理 に 関

す る 事 務 で 別 に 規

則 で 定 め る も の  

次 に 掲 げ る 書 類 の 受 理 及 び 知 事

へ の 送 付 （ た だ し 、 四 日 市 市 に あ っ

て は 、 リ 及 び ヌ に 掲 げ る 事 務 に 係 る

も の を 除 く 。 ）  

  五  特 例 条 例 別 表 第

一 の 八 の 項 に 規 定

す る 大 気 汚 染 防 止

法 （ 昭 和 四 十 三 年

法 律 第 九 十 七 号 ）

に 基 づ く ば い 煙 、

揮 発 性 有 機 化 合

物 、 粉 じ ん 及 び 水

銀 等 の 排 出 等 に 係

る 届 書 の 受 理 に 関

す る 事 務 で 別 に 規

則 で 定 め る も の  

次 に 掲 げ る 書 類 の 受 理 及 び 知 事

へ の 送 付 （ た だ し 、 四 日 市 市 に あ っ

て は 、 リ 及 び ヌ に 掲 げ る 事 務 に 係 る

も の を 除 く 。 ）  

 

 イ ～ ハ  （ 略 ）    イ ～ ハ  （ 略 ）   

 ニ  法 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 氏 名

の 変 更 等 の 届 出 （ 第 十 七 条 の 十 三

第 二 項 、 第 十 八 条 の 十 三 第 二 項 及

び 第 十 八 条 の 三 十 六 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）  

  ニ  法 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 氏 名

の 変 更 等 の 届 出 （ 第 十 七 条 の 十 三

第 二 項 、 第 十 八 条 の 十 三 第 二 項 及

び 第 十 八 条 の 三 十 一 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）  

 

 ホ  法 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ

る 地 位 の 承 継 の 届 出 （ 第 十 七 条 の

十 三 第 二 項 、 第 十 八 条 の 十 三 第 二

項 及 び 第 十 八 条 の 三 十 六 第 二 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）  

  ホ  法 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ

る 地 位 の 承 継 の 届 出 （ 第 十 七 条 の

十 三 第 二 項 、 第 十 八 条 の 十 三 第 二

項 及 び 第 十 八 条 の 三 十 一 第 二 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）  

 

  ヘ ～ ヲ  （ 略 ）     ヘ ～ ヲ  （ 略 ）   

  ワ  法 第 十 八 条 の 二 十 八 第 一 項 の

規 定 に よ る 水 銀 排 出 施 設 の 設 置

   ワ  法 第 十 八 条 の 二 十 三 第 一 項 の

規 定 に よ る 水 銀 排 出 施 設 の 設 置
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の 届 出  の 届 出  

   カ  法 第 十 八 条 の 二 十 九 第 一 項 の

規 定 に よ る 水 銀 排 出 施 設 の 設 置

の 届 出  

    カ  法 第 十 八 条 の 二 十 四 第 一 項 の

規 定 に よ る 水 銀 排 出 施 設 の 設 置

の 届 出  

 

   ヨ  法 第 十 八 条 の 三 十 第 一 項 の 規

定 に よ る 水 銀 排 出 施 設 の 構 造 等

の 変 更 の 届 出  

    ヨ  法 第 十 八 条 の 二 十 五 第 一 項 の

規 定 に よ る 水 銀 排 出 施 設 の 構 造

等 の 変 更 の 届 出  

 

 六 ～ 十 の 二  （ 略 ）  （ 略 ）    六 ～ 十 の 二  （ 略 ）  （ 略 ）   

 十 の 三  特 例 条 例 別

表 第 二 の 二 の 五 の

項 ヲ に 規 定 す る 食

品 衛 生 法 （ 昭 和 二

十 二 年 法 律 第 二 百

三 十 三 号 ） 及 び 三

重 県 食 品 衛 生 法 施

行 条 例 （ 令 和 二 年

三 重 県 条 例 第 五 十

三 号 ） の 施 行 に 係

る 事 務 の う ち 規 則

に 基 づ く 事 務 で 別

に 規 則 で 定 め る も

の  

  

  

三 重 県 食 品 衛 生 規 則 （ 令 和 三 年 三

重 県 規 則 第 十 三 号 。 以 下 こ の 項 に お

い て 「 規 則 」 と い う 。 ） に 基 づ く 次 に

掲 げ る 事 務  

     

 イ  規 則 第 三 十 二 条 の 規 定 に よ る ふ

ぐ 処 理 者 試 験 受 験 申 込 書 の 受 理 及

び 知 事 へ の 送 付  

    

 ロ  規 則 第 三 十 四 条 の 規 定 に よ る ふ

ぐ 処 理 者 免 許 申 請 書 の 受 理 及 び 知

事 へ の 送 付  

    

 ハ  規 則 第 三 十 六 条 の 規 定 に よ る ふ

ぐ 処 理 者 免 許 証 書 換 交 付 申 請 書 の

受 理 及 び 知 事 へ の 送 付  

    

 ニ  規 則 第 三 十 七 条 の 規 定 に よ る ふ

ぐ 処 理 者 免 許 証 再 交 付 申 請 書 の 受

理 及 び 知 事 へ の 送 付  

      

 ホ  規 則 第 三 十 八 条 の 規 定 に よ る ふ

ぐ 処 理 者 免 許 証 返 納 届 の 受 理 及 び

知 事 へ の 送 付  

      

 十 一 ～ 十 二 の 三  

（ 略 ）  

（ 略 ）    十 一 ～ 十 二 の 三  

（ 略 ）  

（ 略 ）   

 十 二 の 四  特 例 条 例

別 表 第 二 の 五 の 二

の 項 カ に 規 定 す る

調 理 師 法 （ 昭 和 三

十 三 年 法 律 第 百 四

十 七 号 ） の 施 行 に

係 る 事 務 の う ち 規  

調 理 師 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 四 年

三 重 県 規 則 第 三 十 九 号 ） 第 三 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 調 理 師 試 験 受 験 申 込

書 の 受 理 及 び 知 事 へ の 送 付  

  十 二 の 四  特 例 条 例

別 表 第 二 の 五 の 二

の 項 カ に 規 定 す る

調 理 師 法 （ 昭 和 三

十 三 年 法 律 第 百 四

十 七 号 ） の 施 行 に

係 る 事 務 の う ち 規  

調 理 師 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 四 年

三 重 県 規 則 第 三 十 九 号 ） 第 三 条 の 規

定 に よ る 調 理 師 試 験 受 験 申 込 書 の

受 理 及 び 知 事 へ の 送 付  

 

 則 に 基 づ く 事 務 で

別 に 規 則 で 定 め る

も の  

   則 に 基 づ く 事 務 で

別 に 規 則 で 定 め る

も の  

  

 十 二 の 五 ～ 十 九  

（ 略 ）  

（ 略 ）    十 二 の 五 ～ 十 九  

（ 略 ）  

（ 略 ）   

     十 九 の 二  特 例 条 例

別 表 第 二 の 二 十 四

の 二 の 項 ホ に 規 定

す る 三 重 県 魚 介 類

行 商 営 業 条 例 （ 昭

和 三 十 七 年 三 重 県

条 例 第 三 十 四 号 ）

の 施 行 に 係 る 事 務  

三 重 県 魚 介 類 行 商 営 業 条 例 施 行

規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 三 重 県 規 則 第 三

十 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 規 則 」

と い う 。 ） に 基 づ く 次 に 掲 げ る 事 務  

イ  規 則 第 二 条 の 規 定 に よ る 魚 介

類 行 商 営 業 許 可 申 請 書 の 提 出 の

受 理 及 び 知 事 へ の 送 付  

ロ  規 則 第 四 条 の 規 定 に よ る 魚 介  
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     の う ち 規 則 に 基 づ

く 事 務 で 別 に 規 則

で 定 め る も の  

類 行 商 営 業 許 可 事 項 変 更 届 の 受

理 及 び 知 事 へ の 送 付  

ハ  規 則 第 五 条 の 規 定 に よ る 魚 介

類 行 商 営 業 （ 許 可 証 、 記 章 、 検 査

済 証 ） 再 交 付 申 請 書 の 提 出 の 受 理

及 び 知 事 へ の 送 付  

ニ  規 則 第 六 条 の 規 定 に よ る 魚 介

類 行 商 営 業 （ 許 可 証 、 記 章 、 検 査

済 証 ） 返 納 届 の 受 理 及 び 知 事 へ の

送 付  

ホ  規 則 第 七 条 の 規 定 に よ る 廃 業

届 の 提 出 の 受 理 及 び 知 事 へ の 送

付  

 

 二 十 ～ 二 十 三  （ 略 ） （ 略 ）    二 十 ～ 二 十 三  （ 略 ） （ 略 ）   

  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 五 号 の 項 の 改 正 規 定 は 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 、

同 表 第 十 二 号 の 四 の 項 の 改 正 規 定 は 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 証 紙 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

 令 和 三 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 規 則 第 六 十 四 号  

三  重  県  知  事   鈴   木   英   敬    

   三 重 県 証 紙 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 証 紙 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 四 年 三 重 県 規 則 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 第 一 （ 第 一 条 関 係 ）  別 表 第 一 （ 第 一 条 関 係 ）  

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

 六  交 通 安 全 の 保 持 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年

三 重 県 条 例 第 四 十 六 号 ） 第 六 条 第 二 項 に 規 定 す

る 手 数 料  

六 ・ 七  （ 略 ）  七 ・ 八  （ 略 ）  

 九  三 重 県 魚 介 類 行 商 営 業 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 三

重 県 条 例 第 三 十 四 号 ） 第 八 条 に 規 定 す る 手 数 料  

八 ～ 二 十 四  （ 略 ）  十 ～ 二 十 六  （ 略 ）  

   附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 第 九 の 項 の 改 正 規 定 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す

る 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公

布 し ま す 。  

  令 和 三 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   加   藤   和   浩    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 七 号  
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   三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

 三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規

程 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

附  則  附  則  

１ ～ ５  （ 略 ）  １ ～ ５  （ 略 ）  

（ 医 療 業 務 等 接 触 手 当 の 特 例 ）  （ 医 療 業 務 等 接 触 手 当 の 特 例 ）  

６  第 十 六 条 に 定 め る も の の ほ か 、 病 院 事 業 職 員 が

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ 病 原 体 が ベ ー タ コ ロ

ナ ウ イ ル ス 属 の コ ロ ナ ウ イ ル ス （ 令 和 二 年 一 月 に 、

中 華 人 民 共 和 国 か ら 世 界 保 健 機 関 に 対 し て 、 人 に

伝 染 す る 能 力 を 有 す る こ と が 新 た に 報 告 さ れ た も

の に 限 る 。 ） で あ る も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） に

対 処 す る た め 、 次 に 掲 げ る 業 務 に 従 事 し た と き は 、

医 療 業 務 等 接 触 手 当 を 支 給 す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 第 二 十 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 は 適 用 し な い 。  
６  第 十 六 条 に 定 め る も の の ほ か 、 病 院 事 業 職 員 が

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス

感 染 症 を 指 定 感 染 症 と し て 定 め る 等 の 政 令 （ 令 和

二 年 政 令 第 十 一 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 新 型 コ ロ ナ

ウ イ ル ス 感 染 症 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 処 す る

た め 、 次 に 掲 げ る 業 務 に 従 事 し た と き は 、 医 療 業

務 等 接 触 手 当 を 支 給 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第

二 十 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 は 適 用 し な い 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

７  （ 略 ）  ７  （ 略 ）  

附  則  

１  こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る

条 例 施 行 規 程 （ 次 項 に お い て 「 新 管 理 規 程 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 令 和 三 年 二 月 十 三 日 か ら 適 用 す る 。  

２  職 員 が 改 正 前 の 三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 規 定 に 基 づ い て 、

令 和 三 年 二 月 十 三 日 以 後 の 分 と し て 支 給 を 受 け た 手 当 は 、 新 管 理 規 程 の 規 定 に よ る 手 当 の 内 払 と み な す 。  

 

 

議 会 規 則 

 

三 重 県 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 三 月 二 十 三 日  

                        三  重  県  議  会  議  長  日   沖   正   信    

三 重 県 議 会 規 則 第 一 号  

三 重 県 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 三 十 一 年 三 重 県 議 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 参 集 ）  （ 参 集 ）  

第 一 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

第 一 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 議 員 が 出 産 の た め 出 席 で

き な い と き は 、 当 該 出 産 の 予 定 日 の 八 週 間 （ 多 胎 妊 娠

の 場 合 に あ っ て は 、 十 四 週 間 ） 前 の 日 か ら 当 該 出 産 の

予 定 日 （ 議 員 が 出 産 し た と き は 、 当 該 出 産 の 日 ） 後 八

週 間 を 経 過 す る 日 ま で の 範 囲 内 で 、 出 席 で き な い 期 間

を 明 ら か に し て 、 あ ら か じ め 議 長 に 届 け 出 る こ と が で

き る 。  

 

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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